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令和６年度

山口県住宅環境改善支援
事業補助金

令和６年９月 山口県総務部岩国基地対策室

＜２０２４西瀬戸ＢＳオープンセミナー＞ 1

【概要】
〇 国の再編関連特別地域整備事業
を財源に活用

〇 補助目的は、岩国基地への米軍
空母艦載機の移駐による騒音の影
響が懸念される地域での定住促進

〇 補助対象はエアコンや断熱サッシ
の取付け・取替え
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令和７年１月３１日（金） まで

次の３つの要件すべてに該当
① 県が定める補助対象区域に所在
② 申請者が自ら居住
③ 申請者又は申請者の配偶者若しくは
２親等以内の同居親族が所有

※ 借家、事務所・店舗等は対象外

令和６年度募集期間

補助対象の住宅
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対象区域

岩国市 周防大島町 和木町

通津、長野、由宇町、
柱島、端島、黒島
の全域

全域 全域

現行（Ｒ４～）

岩国市 周防大島町 和木町
・通津、長野及び由宇町
(有家、神東を除く。)の
国防音工事の対象区域
・由宇町有家、神東
・柱島、端島、黒島

・久賀地区 前島、椋野
・大島地区 東三蒲、西三蒲、

東屋代、西屋代、
小松、小松開作

・橘地区 浮島

・和木４丁目
・和木５丁目

Ｒ元～Ｒ３
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A
・１戸当たりの補助金上限は、３０万円
※補助上限まで、複数回の申請が可能

新築：・断熱サッシの設置

改修：・断熱能力なし→断熱サッシへの交換
・既存サッシの内側等への断熱サッシの
追加取付け
・設置後10年以上経過した、機能低下
（開閉不良等）の断熱サッシの交換

補助金額

補助の対象
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既存サッシの機能を高めるため、断熱能力を有する
サッシに交換設置する工事等を対象

【具体的な工事対象】

工法例 内容 適否

サッシ交換 サッシの枠、障子(框＋ガラス)とも交換する 〇

カバー
工法等

既存サッシの枠を残したまま、複層ガラス入
りの新しいサッシ（枠・障子）を取り付ける 〇

内窓又は
外窓の取付

既存サッシの枠、障子を残したまま、窓の内
側又は外側に複層（又は単層）ガラス入りの
新しいサッシ（枠・障子）を重ねて取り付ける

〇

ガラス交換
既存サッシの枠、障子を残したまま、ガラス
のみを交換する ×
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【設置場所による補助対象】

設置場所 補助対象

居間等（居間、寝室、応接間、
子供部屋、書斎、台所、屋内縁側
など）

対象

廊下、階段、玄関、勝手口
居間等の一部とみなせ
る場合に限り、対象

トイレ、浴室、洗面所、物置、倉庫 対象外
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＜他の助成との関係＞
〇 国の住宅防音工事の対象住宅では
ないこと
〇 申請工事が国、県、市町の他の助成
等を受けていないこと

＜施工業者＞
〇 工事は、山口県内に本店、支店、
営業所等が所在の施工業者に依頼

【その他の要件】
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＜工事着手時期＞

〇 交付決定通知書を受取後に、補助
対象工事に着手
※交付決定前の着手は、補助対象外

＜交付決定通知書の到着期間＞
〇 申請書受付後、約２週間後までに
申請者に直接郵送

＜実績報告＞
〇 工事完了後、２０日以内に報告

※令和７年４月以降の提出は、補助対象外 9

〇 令和元年度から令和５年度までの

５年間で５１４世帯(延べ)に対し補助
※エアコンを含む合計は３,２８０世帯(延べ)

〇 令和４年度の対象区域拡大で申請数
が一時的に増加したが、補助制度は
まだ十分認知されていないため、

積極的な広報活動を展開

補助実績（断熱サッシ）
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対象
・新規設置
・設置後６年以上が経過し、機能低下
（作動不良、冷暖房機能低下、破損等）

補助
台数

居住人数 １人 ・・・１台 （上限）

居住人数 ２人以上 ・・・２台 （上限）

補助
額

６畳以下（2.2kw） 41,000円/台 （上限）
～

１０畳超（3.6kw） 63,000円/台 （上限）
※部屋の広さと冷房能力を比較し、金額の低い方

エアコン

補助の対象・要件
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申請関係：居住市町の申請窓口

制度全般：山口県
山口県岩国基地対策室 ０８３－９３３－２３４９ 14

申請窓口・問合せ先

岩国市

基地政策課 ０８２７－２９－５０２４

由宇総合支所地域振興課 ０８２７－６３－１１１１

通津出張所 ０８２７－３８－１００１

柱島出張所（中山間地域振興課） ０８２７－２９－５０１２

周防大島町 総務課 ０８２０－７４－１０００

和木町 都市建設課 ０８２７－５２－２１９７
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Ｒ６ポスター
・市町窓口等に掲示

・県ＨＰ掲載のポスター
データをご自由に
ご利用ください

・申請書等も下記ＱＲ
コードの県ＨＰに掲載

【県ＨＰ】

15/


